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衆
議
院
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興
特
区
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
馳
浩
君
提
出
復
興
特
区
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
復
興
推
進
計
画
に
つ
い
て
は
、
地
域
特
性
を
い
か
し
た
も
の
づ
く
り
産
業
の
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
の
再
構
築
等

を
目
標
と
し
て
定
め
、
強
み
と
な
る
地
域
特
性
や
地
域
資
源
の
活
用
を
考
慮
し
て
、
集
積
を
目
指
す
業
種
と
し
て
自
動
車
関

連
産
業
等
の
八
業
種
を
記
載
し
て
い
る
等
、
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
。
以

下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
九
項
及
び
復
興
特
別
区
域
基
本
方
針
（
平
成
二
十
四
年
一
月
六
日
閣
議
決
定
。
以
下
「
基

本
方
針
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
認
定
基
準
を
満
た
す
と
認
め
ら
れ
る
た
め
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
認
定

し
た
も
の
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
地
方
公
共
団
体
（
以
下
「
認
定
地
方
公
共
団
体
」
と
い
う
。
）
の
法
第
三
十
七
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
個
人
事
業
者
又
は
法
人
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
、
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係

る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
二
十
九
号
。
以
下
「
震
災
特
例
法
」
と
い
う
。
）

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
復
興
推
進
計
画
（
以
下
「
認
定
復
興
推
進
計
画
」
と
い

一



う
。
）
に
定
め
ら
れ
た
法
第
四
条
第
二
項
第
四
号
イ
に
規
定
す
る
復
興
産
業
集
積
区
域
（
以
下
「
復
興
産
業
集
積
区
域
」
と

い
う
。
）
の
区
域
内
に
お
い
て
機
械
等
の
取
得
等
を
し
た
場
合
に
課
税
の
特
例
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ

れ
て
い
る
が
、
当
該
特
例
は
、
認
定
復
興
推
進
計
画
に
定
め
ら
れ
た
復
興
産
業
集
積
区
域
へ
の
投
資
を
促
進
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
復
興
産
業
集
積
区
域
が
定
め
ら
れ
た
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
復
興
推
進
計
画
が
同
条

第
九
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
さ
れ
た
後
に
取
得
等
を
し
た
機
械
等
を
対
象
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
認
定
復
興
推

進
計
画
に
定
め
ら
れ
た
復
興
産
業
集
積
区
域
内
で
震
災
特
例
法
第
十
条
の
三
第
一
項
、
第
十
七
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
十

五
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
被
災
雇
用
者
等
（
以
下
「
被
災
雇
用
者
等
」
と
い
う
。
）
を
雇
用
し
て
い
る
個
人
事
業
者
又

は
法
人
は
、
法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
地
方
公
共
団
体
の
指
定
を
受
け
た
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
よ

り
、
震
災
特
例
法
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
指
定
後
五
年
間
に
被
災
雇
用
者
等
に
対
し
て
支
給
し
た
給
与
等
の
額
の

一
定
割
合
の
税
額
控
除
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

三
及
び
四
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
復
興
推
進
計
画
に
つ
い
て
は
、
作
成
主
体
で
あ
る
宮
城
県
及
び
同
県
内
の
三
十
四
市
町
村
が
、
基
本
方
針
に
即

し
て
、
強
み
と
な
る
地
域
特
性
や
地
域
資
源
の
活
用
を
考
慮
し
て
、
課
税
の
特
例
の
対
象
と
な
る
産
業
集
積
の
形
成
及
び
活

二



性
化
を
図
る
こ
と
を
通
じ
て
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
多
数
の
被
災
者
が
離
職
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
又
は
生
産
活
動
の
基
盤
に

著
し
い
被
害
を
受
け
た
地
域
に
お
け
る
雇
用
機
会
の
確
保
に
寄
与
す
る
事
業
と
し
て
、
自
動
車
関
連
産
業
等
の
八
業
種
を
選

定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
政
府
と
し
て
は
そ
の
判
断
を
尊
重
し
た
も
の
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

被
災
地
で
の
雇
用
対
策
と
し
て
は
、
平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
五
日
に
被
災
者
等
就
労
支
援
・
雇
用
創
出
推
進
会
議
で
取

り
ま
と
め
ら
れ
た
「
「
日
本
は
ひ
と
つ
」
し
ご
と
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

フ
ェ
ー
ズ
�
（
第
�
段
階
）
」
に
基
づ
き
、
地
域
経
済

の
再
生
・
復
興
の
た
め
の
産
業
政
策
の
推
進
、
被
災
地
の
強
み
で
あ
る
産
業
へ
の
支
援
策
と
一
体
と
な
っ
た
雇
用
面
で
の
支

援
を
行
う
事
業
復
興
型
雇
用
創
出
事
業
及
び
若
者
、
女
性
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
雇
用
モ
デ
ル
の
創
造
の
た
め
の
生
涯
現

役
・
全
員
参
加
・
世
代
継
承
型
雇
用
創
出
事
業
の
推
進
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
よ
る
き
め
細
か
な
職
業
相
談
の
実
施
、
職
業
訓

練
の
実
施
等
に
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三


